
 

 

■応募書類受付期間  

令和７年１０月１日（水）午前９時から令和７年１１月４日（火）午後５時まで 

  

  

■募集小学校区及び設置予定クラブ数 

 西 区 指扇小学校区   １クラブ 

 中央区 与野西北小学校区 １クラブ 

 桜 区 西浦和小学校区  １クラブ 

 南 区 浦和別所小学校区 １クラブ 

 

 

 

令和７年度さいたま市放課後児童クラブ 

設置運営事業者募集要領 
 

 

 本市からの委託を受けて「放課後児童健全育成事業」を実施する運営事業者を募

集します。 

 

【募集の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市子ども未来局子育て未来部放課後児童課 

 

令和７年９月

（案） 
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１ 公募の趣旨 

本市では、現在、市内に６２か所の公設放課後児童クラブ及び２６２か所の民設放課後児童

クラブを開設しています。 今後も児童数が増加傾向であり、放課後児童クラブの利用希望者

は年々増加している状況となっていることから、利用者の増加や多様なニーズに対応するため、

民設放課後児童クラブを開設する運営事業者を広く公募するものです。 

 

２ 募集小学校区及び設置予定クラブ数 

（１）指扇小学校区   １クラブ 

（２）与野西北小学校区 １クラブ 

（３）西浦和小学校区  １クラブ 

（４）浦和別所小学校区 １クラブ 

 

※学区については、本市ホームページの「子育て・教育/教育/小・中学校への入学・通学

/さいたま市立小・中学校通学区域一覧」のページにある「小学校別通学区域一覧」を

参照してください。 

 

３ 設置場所の基準 

設置場所の基準については、以下のとおりとします。 

（１）当該小学校区内に設置し、児童が学校から通所する際に安全に通行できるルートが確

保できること。なお、できるだけ学校からの距離が近いことが望ましい。 

（２）児童が過ごす場所として周辺の環境に安全面、治安等の問題がないこと。 

（３）近隣住民との良好な関係を確保すること。 

（４）災害時の緊急避難等、児童の安全が確保できる場所であること。 

 

４ 本公募に係る児童クラブの概要及び基準 

（１）事業の内容 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の３第２項に基づき、放課後児童健全

育成事業を実施するものです。 

放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学している児童の保護者が、労働等により昼

間家庭にいない場合に、授業の終了後及び春、夏、冬休みおよび土曜日等の学校休業日に、

家庭に代わる生活の場を確保し、児童の健全な育成を図るとともに、保護者の仕事と子育

ての両立支援を図るもので、次に掲げる活動を行うものとします。 

ア 児童の基本的人権の保障 

イ 児童の健康管理、児童の安全管理 

ウ 放課後における児童の生活が健全となるような支援 

エ 集団生活における児童の心身の安定の維持 
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オ 遊びや行事等、集団における活動を通じての児童の成長の支援 

カ 家庭との連携 

キ 学校及び地域との連携 

   ク その他児童の健全育成上必要な活動 

（２）定員 

概ね３０人～４０人程度 

（３）施設整備・運営に当たり適合すべき基準 

放課後児童クラブの施設整備・運営を行うに当たっては、次の条例等に適合している必

要があります。 

ア さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

   イ さいたま市放課後児童健全育成事業実施要綱 

（４）施設・設備について 

事業者において、自らが所有または確保した賃借物件を必要に応じて改修することによ

り、放課後児童健全育成事業を実施するための必要な施設及び設備を整備すること。 

（必要な施設及び設備の具体例） 

遊び等の活動拠点並びに体調の悪い時に静養するための機能を備えた専用区画、 

放課後児童支援員等の事務スペース、トイレ、キッチン、ランドセルロッカー、 

下駄箱、手洗い場、冷暖房等 

また、「（３）施設整備・運営に当たり適合すべき基準」に示した条例等のほか、次の項

目を満たす施設とする。 

ア 事業実施施設（建物）は、建築基準法における新耐震基準（昭和５６年６月１日

施行）を満たしていること。なお、昭和５６年５月３１日以前に確認通知を受けた

事業実施施設（建物）の場合は、耐震診断により構造耐震指標（Ｉｓ値）が０．６

以上、または（Ｉｗ値）が１．０以上であることが確認できること。 

イ 専用区画面積は、定員１人当たり１．６５㎡を確保すること。 

（例）定員４０人の場合 

必要な専用区画面積は４０人×１．６５㎡＝６６㎡ 

※専用区画面積とは、放課後児童クラブ全体の面積からトイレ・事務室・キッチ

ン等の施設や、ランドセルロッカー・下駄箱等の設備を除いた、児童の遊びや

生活の場のための専用の面積。 

ウ トイレは２つ以上設置すること。 

※育成支援のための環境を整えることに必要な施設改修に掛かる経費については、補

助金の対象となります。（５ 運営委託金及び施設整備に係る補助金参照）。 

※物件の賃貸借については、物件所有者と設置運営事業者間の契約となります。賃借

料については市からの委託料の対象となります（５ 運営委託金及び施設整備に係る

補助金参照）。なお、光熱水費は設置運営事業者負担となります。 

※応募物件に関するすべての権利者の了解を得てください。 
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（５）開設時期 

 令和８年４月１日 

（６）保険加入 

児童を対象とした施設賠償責任保険、傷害保険等の必要な損害保険に加入すること。 

（７）学校・地域との連携 

 運営にあたって、常に学校との情報交換・連携を密にし、学校の状況、児童の状況を常

に把握するよう努めること。また、地域住民、関係機関との連携を図り、情報公開・情

報共有に努めること。 

（８）その他 

市の補助金を活用して施設整備を行った施設での事業実施が５年に満たないときは、当

該補助金の返還を求める場合があります。 

 

５ 運営委託金及び施設整備に係る補助金 

（１）運営委託金 

事業者は、年度ごとに市と委託契約を締結する必要があります。（本市の予算の確保が

条件となります。）さいたま市放課後児童健全育成事業委託実施基準第５条に規定する対

象経費に対する委託基準額は次のとおりです。 

  ※基準は令和７年４月１日現在のものです。今後変更となる場合があります。 

 

さいたま市放課後児童健全育成事業委託実施基準（令和７年４月 1 日現在） 

別表１（第６条関係） 

 委 託 基 準 額 

事業経費 

利用者の希望日に開所し、開所日数年間２５０日以上のクラブ 

 

⑴ 放課後児童支援員（常勤職員に限る。）を２名以上配置した場合 

※ この基準における常勤職員とは、法定労働時間の範囲内において、原則としてク

ラブごとに定める運営規程に記載されている「開所している日及び時間」のすべて

を、年間を通じて専ら育成支援の業務に従事している職員をいう。 

  ただし、運営規程どおりに開所した場合の１週間の総時間数（４０時間を超える

場合は４０時間を上限とする）の８割以上を育成支援の業務に従事する職員も対象

に含めるものとする。 

１クラブあたり年額 

児童数 １クラブ年額 

１人から１９人まで 
４，３１３，０００円－（１９人－児童数）× 

２９，０００円 

２０人から３５人まで 
６，５５２，０００円－（３６人－児童数）× 

２６，０００円 
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３６人から４５人まで ６，５５２，０００円 

４６人から７０人まで 
６，５５２，０００円－（児童数－４５人）× 

７５，０００円 

 

⑵ ⑴以外の場合 

１クラブあたり年額 

児童数 １クラブ年額 

１人から１９人まで 
２，６２９，０００円－（１９人－児童数）× 

２９，０００円 

２０人から３５人まで 
４，８６８，０００円－（３６人－児童数）× 

２６，０００円 

３６人から４５人まで ４，８６８，０００円 

４６人から７０人まで 
４，８６８，０００円－（児童数－４５人）× 

７５，０００円 

 

※委託契約締結時における児童数を基準とし、原則として委託契約終了まで当該

基準を適用する。 

 

人 件 費 

 障害児童担当放課後児童支援員等 

児童おおむね１０人のほかに、障害児童が１～２人いる児童クラブは、県・市

が主催する障害児に対応するための専門研修を受講している担当放課後児童支援

員等１人、以後障害児童２人につき担当放課後児童支援員等１人を配置した場合

は、担当放課後児童支援員等の人数に応じて以下の金額を加算。当該加算の対象

となる障害児童の範囲は別表２の定めるところによる。 

 
 

支援員数 加算額年額 

１人 ２，０５９，０００円 

２人以上 ４，１１８，０００円 

運営経費 

⑴ 開所日数加算 

ア 放課後児童支援員（常勤職員に限る。）を２名以上配置した場合 

   １日８時間以上開所するクラブ 

１クラブ年額 （年間開所日数－２５０日）×２６，０００円 

イ ア以外の場合 

   １日８時間以上開所するクラブ 

  １クラブ年額 （年間開所日数－２５０日）×２０，０００円 

 

⑵ 長時間開所加算（平日分） 

ア 放課後児童支援員（常勤職員に限る。）を２名以上配置した場合 

   １日６時間を超え、かつ１８時を超えて開所するクラブ 

 １クラブ年額 「１日６時間を超え、かつ１８時を超える時間」の 

 年間平均時間数×６７１，０００円 
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イ ア以外の場合 

   １日６時間を超え、かつ１８時を超えて開所するクラブ 

 １クラブ年額 「１日６時間を超え、かつ１８時を超える時間」の 

         年間平均時間数×４２１，０００円 

 

⑶ 長時間開所加算（長期休暇分） 

 ア 放課後児童支援員（常勤職員に限る。）を２名以上配置した場合 

   １日８時間を超えて開所するクラブ 

 １クラブ年額 「１日８時間を超える時間」の年間平均時間× 

 ３０２，０００円 

 イ ア以外の場合 

   １日８時間を超えて開所するクラブ 

 １クラブ年額 「１日８時間を超える時間」の年間平均時間× 

          １９０，０００円 

 

⑷ 育成支援体制強化加算 

育成支援の周辺業務を行う職員を配置又は育成支援の周辺業務を外部委託等し

ているクラブ 

１クラブ年額 １，５００，０００円を上限として、「２４０，０００円＋（児

童数×３１，０８０円）」で算定した額と育成支援の周辺業務を

行う職員を配置又は育成支援の周辺業務を外部委託等でかかっ

た額を比較し少ない額とする。 

※委託契約締結時における児童数により算定する。 

 

⑸ 医療的ケア児支援 

  医療的ケア児を受け入れており、かつ、当該児童の受け入れに対応するために、

看護師等を配置するクラブ 

  １クラブ年額 ４，０６１，０００円 

 

⑹ ＡＥＤ加算 

購入又は賃借によりＡＥＤ（自動体外式除細動器）を施設内に設置しているクラ

ブ  

  １クラブ月額 ５，０００円 

ただし、市がＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置している建物内にあるクラブ

を除く。 
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施設経費 

 

⑴ 放課後児童健全育成事業の実施に供する施設の土地及び家屋に係る賃借料 

ア 市内主要駅（※）から１km 圏内、かつ都市計画法に基づく用途地域のうち、「商

業地域」、「近隣商業地域」に指定されている地域の施設 

   １クラブ１箇月   ２３０，０００円 

イ 市内主要駅から１km圏内の施設 

   １クラブ１箇月   ２００，０００円 

ウ 市内主要駅以外の駅から１km圏内の施設 

１クラブ１箇月   １５０，０００円 

エ 駅から１km を超える施設 

   １クラブ１箇月   １２０，０００円 

※市内主要駅とは、「さいたま市民間保育所設置認可等実施要綱に関する取扱要領」

第２、１駅前型保育所等で規定する駅をいう。 

 

⑵ 施設の受入可能児童数による加算 

施設の専用区画面積（建築面積から、事務室、トイレ、手洗場、ロッカー、本棚

等を除いた児童の活動スペース）を、児童一人当たりの専用区画面積（1.65 ㎡）

で割り返して算出される児童数が２０人を超える場合 

２０人を超えた受入可能児童数 1 人につき   １，９００円 

ただし、条例第１０条４項の規定に基づく範囲を上限とする。 

 

⑶ 賃貸借物件の契約更新時に掛かる更新料 

２年間の賃貸借契約期間につき、⑴及び⑵に準じた１施設１箇月分の額 

 

⑴及び⑵については、⑴及び⑵から算出された額の合算額と実費額を比較し、少な

い額とする。 

⑶については、補助限度額と実費額を比較し、少ない額とする。 

 

  

別表２ 

障害児童加算の対象となる児童 

児童クラブの対象児童であって、次の各号のいずれかに該当する者。  

⑴ 身体障害者手帳又は療育手帳を所持する児童 

⑵ 専門機関による障害児童であることの証明を有する児童 

⑶ 特別支援学校小学部又は小学校の特別支援学級に通学する児童 

 

（２）施設整備に係る補助金 

放課後児童クラブの施設整備に係る改修費、備品購入費、クラブ開設前月分の賃借料及び

礼金１箇月分については、「さいたま市放課後児童クラブ整備促進補助金」の対象となりま

す。補助の基準額は次のとおりです。 

※交付要綱は令和７年４月 1 日現在のものです。今後変更となる場合があります。 
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さいたま市放課後児童クラブ整備促進補助金交付要綱（令和７年４月 1 日現在） 

別表（第４条関係）※新設部分抜粋 

区分 補助額（限度額） 対象経費 

初度 

賃借料 

 

⑴ 放課後児童健全育成事業の実施に供する施設の土地

及び家屋に係る賃借料 

 ア 市内主要駅（※）から１km圏内、かつ都市計画法に

基づく用途地域のうち、「商業地域」、「近隣商業地域」

に指定されている地域の施設 

   １クラブ ２３０，０００円 

 

イ 市内主要駅から１km圏内の施設 

   １クラブ ２００，０００円 

 

ウ 市内主要駅以外の駅から１km圏内の施設 

１クラブ １５０，０００円 

 

エ 駅から１km を超える施設 

１クラブ １２０，０００円 

 

⑵  施設の受入可能児童数による加算 

施設の専用区画面積（建築面積から、事務室、トイレ、

手洗場、ロッカー、本棚等を除いた児童の活動スペース）

を、児童１人当たりの専用区画面積（1.65 ㎡）で割り返し

て算出される児童数が２０人を超える場合 

２０人を超えた受入可能児童数 1 人につき１，９００円 

ただし、条例第１０条第４項の規定に基づく範囲を上限

とする。 

 

⑴及び⑵から算出された額の合算額と実費額を比較し、

少ない額とする。 

開所前月分の賃借料 

 

賃貸契約締結時に掛か

る礼金１箇月分 

初度消耗

品及び備

品購入費 

１クラブ ２００，０００円 

事業の実施に必要な初

度消耗品及び備品の購

入費 

施設 

改修費 

施設改修に係る経費の５分の４以内 

（１クラブ２４０万円を限度とする） 

保育環境を整えるため

に必要な施設改修に掛

かる経費 

※市内主要駅とは大宮／さいたま新都心／与野／北浦和／浦和／南浦和／北与野／与野本町

／南与野／中浦和／武蔵浦和／日進／宮原／土呂／東大宮 
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（３）告知事項 

審査の結果、設置運営事業者として決定された場合であっても、提出された提案内容通り

の施設整備・運営ができないことが明らかになった場合、事業者としての決定を取り消し、

運営委託金及び補助金の返還を命じる場合があります。 

 

６ 事業者資格 

さいたま市放課後児童健全育成事業実施要綱第７条に規定する社会福祉法人又はその他の

法人であること。 

 

７ 応募要件 

さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例、さいたま市放課後

児童健全育成事業実施要綱を遵守し、事業の実施運営ができること。 

 

８ 応募方法 

運営を希望する法人は、次のとおり応募してください。 

（１）応募書類受付期間 

令和７年１０月１日（水）午前９時から令和７年１１月４日（火）午後５時まで 

（２）応募書類 

ア 放課後児童クラブ運営事業者応募申請書 

イ 放課後児童健全育成事業実施計画概要 

ウ 令和８年度収入支出予算書 

エ 法人規約（定款）、役員名簿 

オ 直近３年間の決算書 

カ 放課後児童支援員等の履歴書（採用が決定していない場合は提出予定を報告） 

キ 施設図面（各部屋の面積及び避難経路を記載）、施設外観写真、周辺地図（学校から

の経路を記載）、施設の築年数が確認できる書類 

ク 賃貸借物件の場合…賃貸借契約書の写し（不動産所有者との合意書又は確約書でも

可） 

ケ 昭和５６年５月３１日以前に確認通知を受けた建物の場合…新耐震基準に適合して

いることが確認できる書類（耐震診断結果報告書の写し等） 

コ 施設改修を予定する場合…改修費見積書、改修内容が確認できる書類 

（３）応募方法 

ア 電子メールとします。 

イ 表題は、「【法人名】放課後児童クラブ設置運営事業者応募申請」としてください。 

  これに、（２）応募書類を添付し、送信してください。 

ウ 連絡先のメールアドレスを記載してください。 
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エ 電子メール送信後、「１２ 担当部局」に到達確認の電話をお願いいたします。 

（４）提出先 

Ｅメールアドレス houkagojido@city.saitama.lg.jp  

 （５）応募取消し 

    応募者が、事業者の決定までに、次のいずれかに該当することが判明した場合は、その

応募を取消します。 

      ア 指示により求めた追加書類及び資料の提出が指示期間内に行われなかった場合 

   イ 募集要領に違反又は著しく逸脱した場合 

   ウ 応募要件を満たさなくなった場合 

   エ 応募書類等申請内容に虚偽の内容が含まれていた場合 

（６）留意事項 

ア 応募書類において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本通貨に限ります。 

イ 応募者は応募書類の提出をもって、当該募集要領の記載内容を了承したものとします。 

ウ 提出された書類は、返却いたしません。 

エ 応募に係る一切の経費は、応募者の負担とします。 

 

９ 質疑応答 

募集要領に関する質問は、以下のとおり受け付けます。 

（１）質問受付期間 

令和７年９月２５日（木）から１０月１４日（火）まで 

（２）質問方法 

ア 電子メールとします。（電話及び来庁による質問、問合せは受付けません。） 

イ 表題は「放課後児童クラブ設置運営事業者募集に係る質問」としてください。 

ウ 本文のみテキスト形式で簡潔に記述してください。 

   エ 連絡先のメールアドレスを記載してください。 

オ 質問の内容は、事業内容及び募集要領についての質問に限ります。 

（３）質問先 

Ｅメールアドレス hokagojido@city.saitama.lg.jp 

（４）回答 

質問の回答は、令和７年１０月２７日（月）までに随時さいたま市ホームページに掲載し

ます。 

 

mailto:houkagojido@city.saitama.lg.jp
mailto:hokagojido@city.saitama.lg.jp
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１０ 審査内容 

次に掲げる「さいたま市放課後児童健全育成事業運営事業者選考基準」に基づき、書類選考

及び必要に応じて聞き取り調査を行い、運営事業者として決定します。 

 

さいたま市放課後児童健全育成事業運営事業者選考基準 

基本事項

さいたま市放課後児童健全育成事業の実績
（か所数）

さいたま市放課後児童健全育成事業の運営状況
（他自治体で同事業の実績がある場合も評価対象）

さいたま市放課後児童健全育成事業の実績
（年数）

さいたま市放課後児童健全育成事業の運営状況
（他自治体で同事業の実績がある場合も評価対象）

職員体制
さいたま市放課後児童健全育成事業の設備
及び運営の基準に関する条例第10条

支援員の配置人数

職員資格
さいたま市放課後児童健全育成事業の設備
及び運営の基準に関する条例第10条

さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び
運営の基準に関する条例１０条第３項に規定する
放課後児童支援員の人数

開所日数
さいたま市放課後児童健全育成事業の設備
及び運営の基準に関する条例第18条

年間開所日数

保護者負担

低学年　基本利用料（おやつ代除く）
1年生から3年生までの利用料月額
（学年ごとに異なる場合は、１年生の額）

高学年　基本利用料（おやつ代除く）
4年生から6年生までの利用料月額
（学年ごとに異なる場合は、４年生の額）

おやつ代（月額）

入会金 入会金の有無及び金額

夏休み等、長期休業期間の利用料加算等
学校長期休業期間の利用料加算
または一時金の有無

財務内容

事業者の財務状況 決算書 直近３年間の決算書における損失有無

事業内容

秘密保持等
さいたま市放課後児童健全育成事業の設備
及び運営の基準に関する条例第16条

業務上知り得た児童等の秘密を漏らすことがない
ような体制が整備されているか

苦情への対応
さいたま市放課後児童健全育成事業の設備
及び運営の基準に関する条例第17条

迅速かつ適切に、苦情へ対応可能な体制が整備
されているか

保護者との連携
さいたま市放課後児童健全育成事業実施要
綱第29条

保護者・保護者会が運営事業者と直接意見交換
を行う場を設ける予定があるか

関係機関との連携
さいたま市放課後児童健全育成事業の設備
及び運営の基準に関する条例第20条

関係機関と密接に連携し、児童や保護者を支援
するための体制が整備されているか

事故発生時の対応
さいたま市放課後児童健全育成事業の設備
及び運営の基準に関する条例第21条

事故発生時の連絡体制が整備されているか

放課後児童の生活が健全となる活動

集団生活における児童の心身が安定する活動

保護者が企画・運営に参画する活動

地域が参画または連携して実施する活動

その他児童の健全育成上必要な活動

施設状況

設置場所 学校からの距離、周辺環境
児童が安心して通えるような場所に整備されてい
るか

施設規模 専用区画面積 十分な専用区画面積が確保されているか

衛生設備 衛生設備の整備
児童の保健衛生に十分な考慮を払って設けられ
ているか

危険防止 危険防止対策
2方向避難の確保など、危険防止対策がなされて
いるか

バリアフリー バリアフリー対応 車椅子等の受け入れに対応しているか

事業実績

保護者負担

特色ある独自事業 該当事業の提案数

評価項目 評価基準 評価の考え方
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１１ 事業者決定 

（１）審査結果 

令和７年１２月１２日（金）までに、全ての応募者へ文書で通知します。ただし一定の基

準を満たす事業者がいない時は決定しない場合があります。 

（２）決定の取消し 

決定事業者が、次のいずれかに該当する場合は、その決定を取消すことがあります。その

際の費用弁償には一切応じません。 

   ア 応募要件を満たさなくなった場合。 

   イ 応募書類等申請内容に虚偽の内容が含まれていた場合。 

   ウ 申請時の計画を変更する場合であって、その内容が、事業者選考結果に影響を与え

るものと判断できる場合。 

 

１２ 担当部局 

〒330-9588 さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

さいたま市 子ども未来局 子育て未来部 放課後児童課 

電 話  048-829-1718（直通） 

ＦＡＸ  048-829-2516 

E-mail  hokagojido@city.saitama.lg.jp 

mailto:hokagojido@city.saitama.lg.jp

